
 
 

 

一 

 
 

 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
目
次
の
改
正
規
定
中
「
第
八
十
一
条
」
を
「
第
八
十
条
」
に
改

め
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
本
則
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
「
三
条
」
を
「
二
条
」

に
改
め
、
第
七
十
九
条
中
「
五
十
万
円
」
を
「
三
十
万
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
の
う
ち
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
本
則
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
八
十
条
中
「
第
三

十
一
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
に
、
「
三
十
万
円
」
を

「
二
十
万
円
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

一 

第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。 

二 

第
七
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答

弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
。 



 

 
 

 

二 

 
第
一
条
の
う
ち
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
本
則
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
八
十
一
条
を
削
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
目
次
の
改
正
規
定
中
「
第
十
五
章
」
に
」

の
下
に
「
、
「
第
八
十
一
条
」
を
「
第
八
十
三
条
」
に
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第

十
五
条
第
九
項
」
を
「
第
十
五
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
十
二
項
の
改
正
規
定
中

「
第
八
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
五
項
と
す
る
改
正
規
定
中
「
同
条
第
十
五
項
」
を
「
同
条
第
十
九

項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
八
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条

中
第
十
項
を
第
十
三
項
と
し
、
第
九
項
を
第
十
二
項
と
す
る
改
正
規
定
中
「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
八
項
」
に
、
「
第

十
三
項
」
を
「
第
十
七
項
」
に
、
「
第
十
二
項
」
を
「
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の
次

に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
十
三
項
」
に
改
め
、
第
十
一
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第
十
項
を

第
十
四
項
と
す
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
す
る



 
 

 

三 

改
正
規
定
中
「
第
八
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
の
改
正
規
定
中
「
第
七
十
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
者
」

を
「
次
項
に
規
定
す
る
特
定
患
者
等
」
に
改
め
、
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
四
項
の
改
正
規
定
及

び
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第

四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
」
を
「
同
項
の
次
に

次
の
四
項
」
に
改
め
、
第
四
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

８ 

都
道
府
県
知
事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
は
、
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
若
し
く
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の

患
者
又
は
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
患
者
等
」
と
い
う
。
）
が
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
又
は
必
要
な
調
査
に
対
し
て
正
当
な
理
由
が
な
く
協
力
し
な
い
場
合
に
お
い
て
、
感
染

症
の
発
生
を
予
防
し
、又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
特
定
患
者
等
に
対
し
、

当
該
質
問
又
は
必
要
な
調
査
（
第
三
項
（
第
六
項
に
お
い
て
準
用
さ
れ
る
場
合
、
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令

に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
（
同
条
第
二
項
の
政
令
に
よ
り
、同
条
第
一
項
の
政
令
の
期
間
が
延
長
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
（
同
条
第
二
項
の
政
令
に
よ
り
、
同
条
第

一
項
の
政
令
の
期
間
が
延
長
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
除
く
。
）
に
応
ず
べ
き
こ
と



 

 
 

 

四 

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

９ 
前
項
の
命
令
は
、
感
染
症
を
公
衆
に
ま
ん
延
さ
せ
る
お
そ
れ
、
感
染
症
に
か
か
っ
た
場
合
の
病
状
の
程
度
そ
の
他
の
事

情
に
照
ら
し
て
、
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、
又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 
 

都
道
府
県
知
事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
八
項
の
命
令
を
す
る
場
合
に
は
、
同
時
に
、
当
該
命
令
を
受
け
る
者
に
対

し
、
当
該
命
令
を
す
る
理
由
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
い
で
命
令
を
す
べ
き
差
し
迫
っ
た
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

都
道
府
県
知
事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
八
項
の
命
令
の
後
相
当
の
期
間
内

に
、
当
該
命
令
を
受
け
た
者
に
対
し
、
前
項
の
理
由
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
十
五
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
二
第
三
項
の
改
正
規
定
中



 
 

 

五 

「
前
条
第
八
項
」
を
「
前
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
の
三
第
四
項
の
改
正
規
定
中

「
第
十
五
条
第
八
項
」
を
「
第
十
五
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
二
の
改
正
規
定
中
「
状
況
」

を
」
の
下
に
「
、
「
医
師
」
の
下
に
「
、
医
療
機
関
」
を
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
条
中
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
を
削

る
。 

 

第
二
条
中
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
七
十
二
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

 

第
七
十
二
条
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま

で
の
規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
七
十
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定
中

『
「
準
用
さ
れ
る
場
合
（
同
条
第
二
項
の
政
令
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
政
令
の
期
間
が
延
長
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ



 

 
 

 

六 

の
項
及
び
第
七
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
準
用
さ
れ
る
場
合
」
に
、
「
（
同
条
第
二
項
の
政
令
に
よ
り
、
同
条
第
一

項
の
政
令
の
期
間
が
延
長
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
」
を
「
を
」
』
を
『
「
以

下
こ
の
項
及
び
第
七
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場

合
（
」
を
「
以
下
同
じ
。
）
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
（
」
に
、
「
以
下

こ
の
項
及
び
第
七
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
」
を
「
以
下
同
じ
。
）
を
」
』
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
七
十
七
条
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

 

第
七
十
七
条
中
「
該
当
す
る
」
の
下
に
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
中
「
第
十
二
条

第
一
項
」
を
「
医
師
が
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
第
四
項
又
は
同
条
第
六
項
」
を
「
第
六
項
又
は
同
条
第
八
項
」
に
、
「
医

師
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
獣
医
師
が
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
同
条
第

五
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
、
「
獣
医
師
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、

同
条
第
四
号
中
「
者
で
あ
っ
て
」
を
「
場
合
に
お
い
て
、
」
に
、
「
違
反
し
た
者
」
を
「
違
反
し
た
と
き
。
」
に
改
め
、
同

条
第
五
号
中
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
」
を
「
保
健
所
設
置
市
等
」
に
、
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
、
同



 
 

 

七 

条
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
七
十
九
条
の
改
正
規
定
を
削
る
。 

 

第
二
条
中
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
十
四
章
を
第
十
五
章
と
す
る
改
正
規
定
の

前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

第
八
十
一
条
を
第
八
十
三
条
と
し
、
第
八
十
条
を
第
八
十
二
条
と
し
、
第
七
十
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

第
八
十
条 

第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
十
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
入
院
の
勧
告
若
し
く
は
第
十
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
二
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第

二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
若
し
く
は
第
二
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
第
四
十
六
条
第
二
項
若

し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
の
措
置
に
よ
り
入
院
し
た
者
が
そ
の
入
院
の
期
間
（
第
二
十
条
第
四
項
若
し
く
は
第



 

 
 

 

八 

二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る

場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
六
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
中
に
逃
げ
た
と
き
又
は
第
十
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
二
十

条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
若
し
く
は

第
二
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
若
し
く
は
第
四
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
の
措
置
を
実

施
さ
れ
る
者
（
第
二
十
三
条
若
し
く
は
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た

者
に
限
る
。
）
が
正
当
な
理
由
が
な
く
そ
の
入
院
す
べ
き
期
間
の
始
期
ま
で
に
入
院
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
五
十
万
円
以

下
の
過
料
に
処
す
る
。 

 

第
八
十
一
条 

第
十
五
条
第
八
項
の
規
定
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
が
、
第
十
五

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る



 
 

 

九 

場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
る
当
該
職
員
の
質

問
に
対
し
て
正
当
な
理
由
が
な
く
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
正
当
な
理
由
が
な
く
こ
れ
ら
の
規

定
に
よ
る
当
該
職
員
の
調
査
（
第
十
五
条
第
三
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
さ
れ
る
場
合
、
第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
準
用
さ
れ
る
場
合
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
求
め
を
除
く
。
）
を
拒
み
、
妨
げ
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
三
十
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。 

 

第
二
条
の
う
ち
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
六
十
四
条
の
二
の
改
正
規
定
中
「
第

十
五
条
第
九
項
」
を
「
第
十
五
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
三
条
中
「
第
七
十
二
条
第
一
号
」
を
「
第
八
十
条
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て

次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
八
項

の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
又
は
必
要
な
調
査
に
対

し
て
正
当
な
理
由
が
な
く
協
力
し
な
い
特
定
患
者
等
（
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
患
者
等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用



 

 
 

 

一
〇 

す
る
。 

 


